
各種保健事業に携わる看護師等の勤務時間等に関する運営要領 

 

制定  平成２５年２月１日 

（目的） 

第１条 この要領は、各区保健福祉センター等で実施する各種保健事業に携わる看護師・ 

歯科衛生士・管理栄養士の非常勤嘱託職員（以下「嘱託職員」という。）の勤務時間等に

ついて、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ この要領に定めるもののほか、非常勤嘱託職員の就業に関する事項は、大阪市非常勤

嘱託職員要綱並びに労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、及びその他関係法令の定めると

ころによる。 

 

（対象） 

第２条 各区保健福祉センター等で実施する各種保健事業とは、次の各事業とする。 

（１） 乳幼児健康診査・ＢＣＧ接種・被爆者健康診断・風しん抗体検査 

（２） ＨＩＶ等検査 

（３） 健康増進法に基づく訪問指導 

（４） 健康増進法に基づく訪問口腔衛生指導 

（５） 健康増進法に基づく訪問栄養指導 

（６） 介護保険法に基づくサポート訪問サービス事業 

（７） 乳幼児歯科健康診査 

（８） 幼児歯科保健個別指導・フッ化物塗布 

 

（勤務日の割り当て） 

第３条 嘱託職員が勤務する業務並びに日時・場所については、原則として、前月末まで

に通知を行うものとする。 

 

（出勤簿） 

第４条 嘱託職員は、出勤に際し出勤簿（別紙１・２）に押印し、必要に応じて自署する

ものとする。 

 

（勤務時間） 

第５条 勤務時間は、午前９時から午後 10 時までの間で、第２条に定める各事業ごとに、

第３条の通知にて定めるものとする。 

 

（年次有給休暇） 

第６条 ６か月以上勤務した嘱託職員については、別表のとおり年次有給休暇を付与する。 

ただし、その日数が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 39 条の規定により付与す

べきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされ

ている日数とする。 



２ 付与日は、勤続６か月を経過した日とし、その後は任用期間開始日とする。 

３ 別表における１年間の所定労働日数については、前年度１年間の勤務実績により算定

する。 

４ 前項において、前年度１年間の勤務実績が６か月未満の場合は、直近６か月の勤務実

績を２倍したものを前年度１年間の勤務実績とみなすものとする。 

５ 嘱託職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ健康局健康推進部

健康施策課長に対し、有給休暇願（別紙３）を書面で提出しなければならない。 

６ 年次有給休暇は、嘱託職員が請求した時季に与える。ただし、繁忙期等業務の都合に

よりやむを得ないときは、他の時季に変更を求めることができる。 

７ 嘱託職員が年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなし、所定の賃金を支払う。 

８ 前項における所定の賃金は、次の各号に定める方法によって計算した金額とする。た

だし、その金額が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 12 条の規定により計算した金

額を下回るときは、当該金額とする。 

（１）第２条第１号から第２号及び第７号から第８号の事業 日によって定められた金額 

（２）同条第３号から第６号までの事業 前年度１年間の賃金総支給額を所定労働日数で

除した額に０．６を乗じて計算した金額。ただし、第４項により所定労働日数を算定

した場合は、直近６か月間の賃金総支給額を所定労働日数で除した額に０．６を乗じ

て計算した金額 

９ 嘱託職員に付与する年次有給休暇の残余日数は、任用期間満了日をもって消滅するも

のとする。ただし、引き続き任用された場合は、前年度に付与した年次有給休暇の日数

のうち使用しなかった日数を、当該年度の翌年度に限り繰り越すことができるものとす

る。 

 

附則 

 この要領は、平成 25 年２月１日から施行する。 

附則 

 この要領は、平成 27 年 10 月 14 日から施行し、平成 27 年４月１日から適用する。 

附則 

 この要領は、平成 28 年４月 1 日から施行する。 

附則 

 この要領は、平成 29 年４月 1 日から施行する。 

附則 

 この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 

附則 

 この要領は、平成 31年１月１日から施行する。 

 

 

 

  



別表 

 週所定（平均）労働日数 

（１年間所定労働日数） 
付与日数 

５日以上 

（２１７日以上） 
１２日 

４日 

（１６９日～２１６日） 
１０日 

３日 

（１２１日～１６８日） 
７日 

２日 

（７３日～１２０日） 
５日 

１日 

（４８日から７２日まで） 
２日 



（別紙１）

区保健福祉センター（担当：　　　　　　　　）

【看護師】 【歯科衛生士】

時 分 時 分

時 分 時 分

※健康局使用欄には何も記入しないでください。

【特記事項】 【特記事項】

氏　　　名 氏　　　名※健康局使用欄 ※健康局使用欄

＜出勤時間＞ ＜出勤時間＞

＜退勤時間＞ ＜退勤時間＞

　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）
　　・　３か月児健診　 ・　１歳６か月児健診　 ・　３歳児健診

・ BCG予防接種  ・ 被爆者健診  ・ 風しん抗体検査  ・ HIV等検査

各種保健事業会計年度任用職員　出勤簿

　（乳幼児健診・ＢＣＧ予防接種・被爆者健診・風しん抗体検査・HIV等検査）

実　施　年　月　日 健診等名称



（別紙２）

〔　業務内容　： 〕

日付 出勤時間 退勤時間

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

／ 時　　　分 時　　　分

各種保健事業会計年度任用職員　出勤簿

氏名



別紙３

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

年 月分）出 勤 簿　　兼　　業 務 報 告 書 （　　

区　　　　　名

日
（曜日）

氏名（自署）
業務内容
確認欄

(署名で可)

職　員　番　号

区担当者 氏名

訪　　　問　　　業　　　務　　　内　　　容

業務内容

訪問全体 介護保険関係（再掲）
不在
不能延人数 実人数

（本年度初回）
勤　務　時　間

勤務時間計
[　]はうち休憩時間（分）

延人数 実人数
（本年度初回）

勤　務　時　間 勤務時間計

訪問 ・その他（ ） 人 人 ： ～ ： ：時間 分 ［ ］ 人～ ：

人

時間 分人 人

訪問 ・その他（ ） 人 ： ～ ： 時間 分 ［ ］ 人 時間 分人 ： ～ 人

訪問 ・その他（ ）

：

人 人 ： ～ ： ：時間 分 ［ ］ 人～ ：

人

時間 分人 人

訪問 ・その他（ ） 人 ： ～ ： 時間 分 ［ ］ 人 時間 分人 ： ～ 人

訪問 ・その他（ ）

：

人 人 ： ～ ： ：時間 分 ［ ］ 人～ ：

人

時間 分人 人

訪問 ・その他（ ） 人 ： ～ ： 時間 分 ［ ］ 人 時間 分人 ： ～ 人

訪問 ・その他（ ）

：

人 人 ： ～ ： ：時間 分 ［ ］ 人～ ：

人

時間 分人 人

訪問 ・その他（ ） 人 ： ～ ： 時間 分 ［ ］ 人 時間 分人 ： ～ 人

合　　　　　計 人

：

人 日数 人日 時間 分 人 日数 日［ ］ 時間 分 人



 

年 次 有 給 休 暇 願 

 

 

 令和   年   月   日 

 

大 阪 市 長  様 

 

職  種  会計年度任用職員   

職員番号             

氏  名             

 

次のとおり年次有給休暇を承認くださるようお願いします。 

 

記 

 

 

休 暇 日  

 

 令和   年   月   日   

 令和   年   月   日   

 令和   年   月   日 

 令和   年   月   日 

令和   年   月   日 

 

（別紙４） 


